
令和 8 年 4 月 6 日 

公立大学法人京都市立芸術大学 

 

京都市立芸術大学インターネット出願システム 

及び入学考査料収納代行業務一式に関する提案の募集について 

 

1 業務委託の目的 

京都市立芸術大学では令和４年度入試（令和３年度実施）からインターネット出願システムを

導入し、毎年度約１，０００件（学部約 700 件、大学院約 300 件）の出願を受け付けている。

現在使用しているインターネット出願システムの契約期間満了につき、インターネット出願シ

ステムの見直しを行う。 

 

2 業務委託の内容 

別紙１「京都市立芸術大学インターネット出願システム及び入学考査料収納代行業務一式に

係る仕様書」のとおり 

 

3 契約上限額 

令和８年９月１日から令和９年３月３１日まで 

合計 金２，０４０，000 円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

委託業務内容の実施に係る費用は全て、上記予算の範囲内とする。 

 

4 プロポーザルの参加資格 

プロポーザルに参加する資格を有する者は、法人で、本事業を実施するうえで必要な人的か

つ財産的な能力を有し、次のいずれにも該当する者とする。 

(1) 令和８年度（令和７年度実施）入学者選抜において、学校教育法第１条に定める大学

のインターネット出願の運用実績があること。国公立大学における運用実績があるこ

とが望ましい。 

(2) 令和８年度（令和７年度実施）入学者選抜におけるインターネット出願受付処理人数

（一大学あたりの実績）で、5,000 件以上の安定した処理実績があること。 

(3) 以下のいずれかの認証を取得していること。 

⚫ 情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）適合性評価制度 

⚫ プライバシーマーク制度、又は個人情報保護に関する同等以上の第三者認証制

度 

(4) 地方自治法施行令第１６７条の４第１項各号のいずれかに該当する者でないこと。 

(5) 団体又はその代表者が次に掲げる税等を滞納していないこと 

⚫ 法人税又は所得税及び消費税 

⚫ 京都市の市民税及び固定資産税 



⚫ 京都市の水道料金及び下水道使用料 

(6) 京都市暴力団排除条例第２条第４号に規定する暴力団員等又は同条第５号に規定す

る暴力団密接関係者でないこと。 

(7) 京都市による入札参加停止を受けていないこと。 

5 参加表明書及び企画提案書等の提出 

(1) 参加表明書の提出 

次の書類を提出すること。 

ア 提出書類（各一部） 

(ア) 参加表明書（様式１） 

(イ) 会社概要（様式２） 

(ウ) 見積書（様式３） 

イ 提出期限 

令和８年４月２４日（金）午後５時必着 

ウ 提出方法 

持参又は郵送等により提出すること。 

※持参の場合は、上記の期間（土曜日、日曜日、祝日・休日を除く。）の午前９時か

ら午後５時の間に提出すること。 

(2) 企画提案等の提出 

次の書類を提出すること。 

ア 提出書類 

別紙２「京都市立芸術大学インターネット出願システム及び入学考査料収納代行

決済に係る業務の委託に関するプロポーザル企画提案書等作成要領」参照 

イ 提出期限 

令和８年４月３０日（木）午後５時必着 

ウ 提出方法 

持参又は郵送等により提出すること。 

※持参の場合は、上記の期間（土曜日、日曜日、祝日・休日を除く。）の午前９時か

ら午後５時の間に提出すること。 

(3) その他 

ア この公募手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

イ 失格となる参加表明書、企画提案書等 

参加証明書、企画提案書等が、次の事項の一つに該当するものは、失格となる場

合がある。 

 なお、失格となった場合は、別途通知する。 

(ア) 提出期限、提出先及び提出方法に適合しないもの 

(イ) 指定する様式及び記載上の留意事項に示した条件に適合しないもの 

(ウ) 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの 



(エ) 虚偽の内容が記載されているもの 

ウ 制約事項 

(ア) 提出書類の作成及び提出に要する費用は、全て提案者の負担とする。 

(イ) 提出された書類は、事業者の選定以外には、提案者に無断で使用しない。 

(ウ) 提出された書類は、事業者の選定を行う作業に必要な範囲において、複製を

作成することがある。 

(エ) 提出された書類は、提出期限後の差替え及び再提出は一切受け付けない。 

(オ) 提出された書類は全て返却しない。 

(カ) 提出された書類に対し、必要に応じてヒアリングを実施することがある。この

場合、日時及び場所は別途連絡する。 

 

6 本件に関する質問期限及び回答 

(1) 質問期限 

令和８年４月１０日（金）午後５時まで 

(2) 質問方法 

電子メールで問い合わせることとし（様式は任意とする。）、面談又は電話での質問や、

質問期限後に届いた質問は一切受け付けない。 

 

(3) 回答日及び回答方法 

令和８年４月１７日（金）午後５時までに、質問者に関する情報は伏せたうえで、本学ホー

ムページに回答を掲載する。なお、他の応募事業者に関する質問には応じない。 

 

7 企画提案書に関するプレゼンテーション 

提出された企画提案書等の内容について、次のとおり提案者のプレゼンテーションを実施す

る。 

(1) 実施日時及び実施場所 

実施日時及び実施方法は別途通知する（令和８年５月中旬を予定）。 

(2) プレゼンテーションを行う場合の注意事項等 

ア プレゼンテーションは、本委託業務実施体制の責任者又はリーダーが行うこと。 

イ プレゼンテーションの実施時間は、３０分とし、企画提案の説明時間は、２０分程度、

本学からの質問及びその回答時間は、１０分程度とする。 

ウ プレゼンテーションに参加しなかった提案者は失格とする。 

エ プレゼンテーションの方法は提案者の任意とするが、志願者用画面、管理者用画

面及び帳票のサンプル等を用意するなど、提案内容がイメージしやすいよう工夫す

ること。 

オ プロジェクター及びスクリーンは本学で用意するが、それ以外に必要となるパソコ

ン等は提案者が用意すること。 



 

8 受託候補者の選定に関する審査基準 

別紙３「提案内容評価要領」及び別紙４「提案内容評価表」のとおりとする。 

ただし、提案者が１者であり、その者の「技術点」及び「価格点」の合計が６０点未満の場合は、

その提案者とは契約せずに、再度プロポーザルの仕様を変更したうえで提案を募集する。 

 

9 受託者の決定 

(1) 受託候補者の決定 

 前記「８ 受託候補者の選定に係る審査基準」に基づき、本学が設置する「京都市立芸

術大学インターネット出願システム及び入学考査料収納代行決済に係る業務委託受託

者選定委員会」において、企画提案書及びプレゼンテーションの内容について審査を行

い、すべての提案者の順位を決定し、最も優れていた者を受託候補者（第一交渉権者）

に選定する。 

(2) 審査結果の通知 

 審査結果については、書面をもって通知する。（令和８年５月に発送予定） 

(3) 受託者の決定 

 受託候補者と協議し、仕様等契約内容について合意した場合は、契約を締結する。 

なお、受託候補者（第一交渉権者）と協議し、合意しなかった場合は、次順位の交渉権者

を新たな受託候補者として協議を行う。但し、次順位の交渉権者の「技術点」及び「価格

点」の合計が60点未満の場合は協議を行わず、再度プロポーザルの仕様を変更した上

で提案を募集する。 

 

10 契約に関する基本事項 

受託者との契約においては、次の事項を基本とする。 

(1) 契約金額 

契約金額は、受託候補者の提示価格に基づき、受託候補者と協議のうえ決定する。 

(2) 契約内容 

契約内容は、仕様書、企画提案書、プレゼンテーションの内容に基づき、受託候補者と協

議のうえ決定する。ただし、提案内容は、実現を確約したものとみなす。 

(3) 契約期間 

契約の期間は、契約締結日から令和９年３月３１日までとする。ただし、契約期間を延長

することができるものとする。 

なお、インターネット出願の運用開始は令和９年度（令和８年度実施）修士課程入学者選

抜の出願受付（令和８年９月）からとするため、初期導入作業は動作確認及び職員研修

等を含めて令和８年８月３１日までに完了すること。 

(4) 再委託の禁止 

本業務の履行を第三者に委託又は請け負わせてはならない。ただし、本学が承認した場



合はその限りでない。 

(5) 契約保証金 

免除する。 

(6) 委託料の支払 

初期導入費用については、本学担当者の検収後に受託者からの請求書に基づき、検収

日の翌月末までに受託者に当該請求金額を支払う。 

システム利用料等については、契約期間中の年度ごとに支払うこととする。 

(7) 進ちょく管理 

委託事業の開始から終了までの間、事業実施方法や進捗状況の確認等、事業の円滑な

実施のために、定期的に本学と連絡調整を行うこと。その結果、契約の目的を達成する

ことができないと判断したときは、途中で契約を解除することができる。ただし、利用可

能な成果物がある場合、当該成果物を検査のうえ、検査に合格した成果物の引き渡しを

受けることがある。この場合、当該成果物に相応する委託料を支払うものとする。 

(8) 守秘義務 

受託候補者は、プロポーザル参加にあたり知り得た個人情報、事業者情報、その他本学

に関して知り得た情報を他に漏らしてはならない。 

(9) 知的財産権 

本事業を通じて、著作権や特許権等の知的財産権が発生した場合、その権利は全て本

学に帰属することとする。 

 

11 スケジュール 

４月１０日（金） 質問期限 

４月１７日（金） 回答期限 

４月２４日（金） 参加表明書等の提出期限 

４月３０日（木） 企画提案書等の提出期限 

 

12 問合せ先及び提出先 

〒６００－８６０１ 

京都市下京区下之町５１－７ 

公立大学法人京都市立芸術大学教務学生課 入試担当 牧野 

電話 ０７５－５８５－２００５ 

ＦＡＸ ０７５－５８５－２０１２ 

メール：nyushi＠ｋｃｕａ．ａｃ．ｊｐ 

 


